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指定居宅介護支援 重要事項説明書 

 
 
 
 
 
 
 当事業所はご利用者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要

や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和 6 年 11 月 1 日現在 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 
（松山市指定 第 3810111025 号） 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方

が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用に関

するご相談等についてお気軽にお申し出下さい。 
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１．事業者 
（１）法 人 名   医療法人中川病院 
（２）法人所在地   愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 
（３）電 話 番 号   (０８９)９７６－７８１１ 
（４）代表者氏名   理事長 中川泰範 
（５）設 立 年 月   平成 7 年 3 月 
 

２．事業所の概要 
（１）事 業 所 の 種 類  指定居宅介護支援事業所 
              平成 13 年 3 月 27 日指定  松山市 3810111025 号 
（２）事 業 の 目 的 

要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的

とします。 
（３）事 業 所 の 名 称  中川病院 

 （４）事 業 所 の 所 在 地  愛媛県松山市南梅本町甲５８番地 
 （５）電 話 番 号  (０８９)９７０－０３０６ 
 （６）管 理 者 の 氏 名  白石 仁美 
 （７）当事業所の運営方針 

① 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常

生活を営むことができるように配慮するとともに、利用者の心身の状況、その

置かれた環境等に応じて、利用者の選択に基づき、総合的且つ効率的にサービ

スが提供されるよう、配慮します。 
② 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供さ

れる居宅サービス等が特定の種類又は、特定の居宅サービス事業者に不当に偏

する事のないよう、公正中立に行います。（ケアプランに位置付ける居宅サービ

ス事業所について、複数の事業所の紹介を求める事が可能である事や当該事業

所をケアプランに位置付けた理由を求める事が可能であることを説明します。） 
③ 事業の運営に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅

介護支援事業所、介護保険施設等との連携に努めるものとします。 
 （８）開設年月日 

   平成 13 年 3 月 27 日 
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３．事業実施地域及び営業時間 

（１） 通常の事業の実施地域 
 松山市（島嶼部及び旧北条市は除く）・東温市・砥部町（旧広田村は除く） 

（２）営業日及び営業時間 
営  業  日 月曜日～土曜日（祝祭日、12 月 30 日～1 月 3 日を除く） 

営 業 時 間 
平日   8:30 ～ 17:30 
土曜日  8:30 ～ 12:30 

 

営業時間外の対応状況 
 

緊急時の電話連絡の対応状況 ２４時間連絡可 

電話番号 ０８９－９７０－０３０６ 

 
４．職員の体制    

当事業所では、ご利用者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員とし

て、以下の職種の職員を配置しています。 
＜主な職員の配置状況＞ ※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職  種  職 務 の 内 容 

管 理 者 1 名 
事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行う。 
介護支援専門員と兼務 

介護支援専門員 ２名 
介護相談、要介護認定の書類作成代行、ケアプラン

作成、モニタリング、各介護サービスとの連絡調整、 
給付請求等 

 
５．居宅介護支援サービスの提供方法、内容 
   （１）初回の相談依頼を受けて、利用者、家族と面談します。利用者の相談は事業

所内及び利用者宅、その他必要と認められる場所にて行います。 
（２）課題分析（アセスメント）は、居宅サービス計画書ガイドライン、アセスメ

ント様式を用いて利用者宅を訪問して利用者、家族と面談した上で課題の分

析をします。 
（３）アセスメント後居宅介護サービス計画原案の作成をします。 
（４）居宅サービス計画原案を基に利用者、家族、専門職等とサービス担当者会議

を開催します。 
（５）サービス担当者会議にて居宅サービス計画書の検討後利用者又は家族より文

書による同意を受けて交付します。 
   （６）少なくとも月 1 回、利用者宅を訪問し面談してモニタリングを実施し結果を

記録します。 
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   （７）利用者の状態が変化した等の場合は速やかに居宅サービス計画の変更のため

の、上記（２）から（５）の実施をします。 
   （８）居宅介護支援に係る事業所の義務について 
     ・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらか

じめ、利用者又はその家族に対し、利用者について、病院又は診療所に入院

する必要が生じた場合には、介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又

は診療所に伝えるよう求めます。 
     ・介護支援専門員は、指定居宅サービス事業者等から利用者に係る情報の提供

を受けたとき、その他必要と認めるときは、利用者の口腔に関する問題、薬

剤状況その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認める

ものを、利用者の同意を得て主治の医師、歯科医師又は薬剤師に提供します。 
     ・介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サ

ービスの利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得

て主治の医師又は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を求めま

す。その場合において、介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際

には、当該居宅サービス計画を主治の医師等に交付します。 
     ・指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供の開始に際し、あらか

じめ、居宅サービス計画が基本方針及び利用者の希望に基づき作成されるも

のであり、利用者は複数の居宅サービス事業者等を紹介するよう求めること

ができます。 
 
６． 利用料及びその他の費用 

（１） 居宅サービス計画作成料 
介護保険から全額給付されますので、利用者負担はありません。但し、保険

者に居宅介護支援事業所の届出がなされる前にサービスの利用があった場合

は、届出までの期間に関し、一旦下記の金額を全額お支払い戴き、届出がな

された後に全額払い戻しされます。 
 

介護度 金額 
居宅介護支援生活費Ⅰ(ⅰ) 
担当件数が 1～39 件 
要介護１・２ 

１０，８６０円／１月 

居宅介護支援生活費Ⅰ(ⅰ) 
担当件数が 1～39 件 
要介護３・４・５ 

１４，１１０円／１月 
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加算事項 
初回加算 
３,０００円／対象月のみ 

新規あるいは要介護状態区分が２区分以上変更された利用者に対

し指定居宅支援を提供した場合 
入院時情報連携加算（Ⅰ） 
２,５００円／対象月のみ 

利用者が病院又は診療所に入院してから３日以内に、当該病院又

は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場

合 （１月につき１回を限度）  
入院時情報連携加算（Ⅱ） 
２,０００円／対象月のみ 

利用者が病院又は診療所に入院してから４日以上７日以内に当該

病院又は診療所の職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供

した場合（１月につき１回を限度） 
退院・退所加算（Ⅰ）イ 
４，５００円／対象月のみ 

 病院・又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な

情報提供をカンファレンス以外の方法により一回受けている事。 

退院・退所加算（Ⅰ）ロ 
６，０００円／対象月のみ 

病院・又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者係る必要な

情報提供をカンファレンスにより一回受けている事。 
退院・退所加算（Ⅱ）イ 
６，０００円／対象月のみ 

病院・又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要

な情報提供をカンファレンス以外の方法により二回受けている事。 
退院・退所加算（Ⅱ）ロ 
７，５００円／対象月のみ 

病院・又は診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要

な情報提供を二回受けており、うち一回はカンファレンスによる事 

退院・退所加算（Ⅲ） 
９，０００円／対象月のみ 

病院、または診療所・介護保険施設等の職員から利用者に係る必要な

情報提供を三回以上受けており、うち一回はカンファレンスによる事 
緊急時等居宅カンファレンス加算 

※１月に２回を限度 

２,０００円／対象月のみ 

病院又は診療所の求めにより当該病院又は診療所の職員と共に利

用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サ

ービスの調整を行った場合 
ターミナルケアマネジメント加算 

４,０００円／対象月のみ 

在宅で死亡した利用者に対して死亡日及び死亡日前14日以内に2
日以上居宅を訪問し心身状況を記録し、主治医及び居宅サービス計

画に位置付けたサービス事業者に提供した場合算定 
通院時情報連携加算 

５００円／対象月のみ 

利用者の診察時に介護支援専門員が同席し、医師に対して情報提

供し、必要な情報を受けた上で、居宅サービス計画に記録した場合 
＊1 単位 10 円です。 
 
（３）交通費 

前記の３の（１）のサービスを提供する地域にお住いの方は無料です。それ以外

の地域の方は、介護支援専門員が訪問するための交通費が必要で、要した交通費の

実費をいただきます。 
自家用車の場合、通常の事業の実施地域を超えた時点から、片道 １５円/㎞とし

ます。 
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７．サービスの利用に関する留意事項 
（１） サービス提供を行う介護支援専門員 
   サービス提供時に、担当の介護支援専門員を決定します。 
（２） 介護支援専門員の交替 
  ① 事業所からの介護支援専門員の交替 

事業所の都合により、介護支援専門員を交替することがあります。 
介護支援専門員を交替する場合は、ご利用者に対してサービス利用上の不利益

が生じないよう十分に配慮するものとします。 
   ② ご利用者からの交替の申し出 
     選任された介護支援専門員の交替を希望する場合には、当該介護支援専門員が

業務上不適当と認められる事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業

所に対して介護支援専門員の交替を申し出ることができます。ただし、ご利用者

から特定の介護支援専門員の指名はできません。 
 
８．苦情申し立ての制度 
（１） 利用者からの相談又は苦情等に対応する窓口（連絡先）、担当者を設置します。 

苦情受付窓口(担当者) 
     [職名] 介護支援専門員   [氏名]  白石 仁美 
電話番号 (０８９)９７０－０３０６ FAX（０８９）９０９－３６２３ 
※24 時間常時連絡可能 

（２） 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順を整え対応します。 
① ご利用者からの相談・苦情等の申出があり、その案件が軽微なもので受理担当

者において直ちに処理できるものについては、その都度対応処理します。 
② 受理担当者において対応できないと判断される案件については、詳しい内容に

ついて関係者からの聞き取り及び調査を行い、管理者を長とする関係者検討会

を行い、その具体的処理について迅速適切に対応します。 
③ 相談・苦情等の処理簿を備え、案件に対する具体的処理の状況（会議の状況、

ご利用者への通知等）を記録し保存します。 
 （３）居宅サービス事業者に対する案件については、直ちに居宅サービス事業者に通知

するとともに、（２）の手順により処理し、その結果サービスが不適切と判断され

る場合は、必要に応じて改善を求めます。 
 （４）日頃より苦情の出ることのないようサービスの充実を図るとともに、相談苦情の案

件について事業所内各種会議等において、職員の共通の課題として確認していきま

す。 
 （５）当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口等でも受け付けています。 
  ・愛媛県福祉サービス運営適正化委員会 
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  電話 ０８９－９９８－３４７７ 
  受付 月～金曜日 9:00～12:00、13:00～16:00 

・松山市 介護保険課  
  電話 ０８９－９４８－６９６８ 

受付 月～金曜日 8:30～17:15 
・東温市 長寿介護課  

  電話 ０８９－９６４－４４０８ 
  受付 月～金曜日 8:30～17:15 

・砥部町 介護福祉課 介護保険係  
  電話 ０８９－９６２－７２５５ 

受付 月～金曜日 8:30～17:15 
※土日、祝、年末年始を除く 

・愛媛県国民健康保険団体連合会 
    電話 ０８９－９６８－８８００ 
 

 

９．事故発生時の対応方法について 
利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利

用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。 
また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場

合は、損害賠償を速やかに行います。 

【市町村（保険者）の窓口】 
 

・愛媛県福祉サービス運営適正化委員会 
 電話 ０８９－９９８－３４７７ 
 受付 月～金曜日 9:00～12:00、13:00～16:00 
・松山市 介護保険課  
 電話 ０８９－９４８－６９６８ 
 受付 月～金曜日 8:30～17:15 
・東温市 長寿介護課  
 電話 ０８９－９６４－４４０８ 
 受付 月～金曜日 8:30～17:15 
・砥部町 介護福祉課 介護保険係  
 電話 ０８９－９６２－７２５５ 
 受付 月～金曜日 8:30～17:15 
※土日、祝、年末年始を除く  



8 

【家族等緊急連絡先】 

氏  名             続柄 
住  所 
電 話 番 号 
携 帯 電 話 
勤 務 先 

 
なお、事業者は、下記の損害賠償保険及び自動車保険（自賠責保険・任意保険）に

加入しています。 

損害賠償 
責任保険 

保険会社名 株式会社 全福サービス 

保 険 名 介護サービス事業者賠償責任保険 

自動車保険 
保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社 

保 険 名 ＴＡＰ 一般自動車保険 
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１０．秘密の保持と個人情報の保護について 
 

① 利用者及びその家族に関

する秘密の保持について  

① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個

人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した

「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努

めるものとします。 
② 事業者及び事業者の使用する者（以下「従業者」という。）

は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家

族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が

終了した後においても継続します。 
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家

族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業

者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき

旨を、従業者との雇用契約の内容とします。  

② 個人情報の保護について  

① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サ

ービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用い

ません。また、利用者の家族の個人情報についても、予

め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利

用者の家族の個人情報を用いません。 
② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含ま

れる記録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）

については、善良な管理者の注意をもって管理し、また

処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じ

てその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂

正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査

を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行う

ものとします。 
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１１．衛生管理等 
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じま

す。 
  ①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会

をおおむね６月に１回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知

徹底しています。 
  ②事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 
  ③従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 
  
 
１２．虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を防止するために、次

に掲げるとおり必要な措置を講じます。 
（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

虐待防止に関する担当者 所長  白石 仁美 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従

業者に周知徹底を図っています。 
（3） 虐待防止のための指針の整備をしています。 
（4） 従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・

同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 
 

１３．業務継続計画の策定等について 
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定居宅介護支援の提供を

継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画

（業務継続計画）を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を

定期的に実施します。 
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 
 

１４．身分証携行義務 
介護支援専門員は、常に身分証を携行し、初回訪問時及び利用者または利用者の家

族から提示を求められた時は、いつでも身分証を提示します。 
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１５．ケアプランにおけるサービス事業所利用割合 
  当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の 
 利用状況は別紙のとおりである。 
 
 
 

令和   年   月   日 
 
 
指定居宅介護支援の提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

            住所     愛媛県松山市南梅本町甲 58 番地 

事業者名   中 川 病 院 

            説明者氏名                ㊞ 

 
私は、本書面に基づいて、事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援の提供

開始に同意しました。 

利用者住所 

利用者氏名                ㊞ 

代理人住所 

代理人氏名                ㊞ 

 

 事業者、利用者双方の署名・押印をし、それをもって上記の重要事項の確認を証する

ため、本書 2 通を作成し、利用者、事業者 1 通ずつ保有するものとします。 
 
 

 


